
令和３年議案第１０号

ところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

　歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　令和３年１０月１８日提出

尾張北部環境組合管理者　　澤田　和延

第１条　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

令和３年度尾張北部環境組合一般会計補正予算（第１号）

　令和３年度尾張北部環境組合の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定める
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歳　  入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

第１表　　歳入歳出予算補正

-2-



歳　  入

款 項 補正前の予算額 補正予算額 計

千円 千円 千円

１　分担金及び負担金 89,002 △ 4,330 84,672

１　負担金 89,002 △ 4,330 84,672

４　繰越金 1 4,329 4,330

１　繰越金 1 4,329 4,330

５　諸収入 2 1 3

１　雑入 2 1 3

90,276 90,276

歳　  出

款 項 補正前の予算額 補正予算額 計

千円 千円 千円

90,276 0 90,276

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　 　入　  　　合　　  　計

歳　　 　出　  　　合　　  　計
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１　総　  括

（歳  　入）

款 補正前の予算額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円

１　分担金及び負担金 89,002 △ 4,330 84,672

４　繰越金 1 4,329 4,330

５　諸収入 2 1 3

歳　　入　　合　　計 90,276 90,276

（歳　  出）

千円 千円 千円

歳　　出　　合　　計 90,276 0 90,276

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

款 補正前の予算額 補 正 予 算 額 計
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国県支出金 地　方　債 そ　の　他

千円 千円 千円 千円

0

補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源
一　般　財　源
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２　歳　入

　１款 分担金及び負担金　４款 繰越金　５款 諸収入

款 項 目

 １　分担金及び負担金 89,002 △ 4,330 84,672

 １　負担金 89,002 △ 4,330 84,672

 １　負担金 89,002 △ 4,330 84,672

 4　繰越金 1 4,329 4,330

 １  繰越金 1 4,329 4,330

 １　繰越金 1 4,329 4,330

 5　諸収入 2 1 3

　１　雑入 2 1 3

　１　雑入 2 1 3

90,276 90,276歳　入　合　計

科　　目
補正前の予算額 補正予算額 計

-6-



　〔単位：千円〕

区　分 金　額

２　ごみ処理施設 △ 4,330  ごみ処理施設建設費負担金 △ 4,330

　 建設費負担金 負担割合 均等割：15／100　人口割：85／100

対象事業費 △ 4,330,000 円

犬山市 江南市 大口町 扶桑町 合計

73,469 100,364 24,289 34,878 233,000

均等割 3.750% 3.750% 3.750% 3.750% 15.000%

人口割 26.802% 36.613% 8.861% 12.724% 85.000%

計 30.552% 40.363% 12.611% 16.474% 100.000%

△ 1,322,902 △ 1,747,718 △ 546,056 △ 713,324 △ 4,330,000

1　繰越金 4,329  前年度繰越金 4,329

前年度からの繰越金－予算額

　4,330,208円－1,000円

＝4,329,208円

≒4,329,000円

２　雑入 1 1

2,490円（コピー代金）－1,000円（予算額）＝1,490円

　≒1,000円

 雑入

区分

人口（人）

負
担
割
合

負担金額（円）

説　 　明
節
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